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付
録
１　

Ｐ
Ｔ
に
必
要
な
知
識―

―

ビ
ザ
・
永
住
権
・
市
民
権

１
、
ビ
ザ
（
査
証
）
と
は

　

外
国
人
が
、あ
る
国
で
合
法
的
に
滞
在
す
る
た
め
に
は
ビ
ザ（
査
証
）が
必
要
で
す
。滞
在
の
目
的
が
観
光
旅
行
、商
用
、留
学
、長
期
滞
在
、

永
住
な
ど
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
ビ
ザ
な
し
で
滞
在
す
る
こ
と
は
非
合
法
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
日
本
人
が
観
光
旅
行
の
目
的
で
外
国

に
滞
在
す
る
場
合
、
ビ
ザ
の
申
請
が
不
要
な
国
が
増
え
て
い
ま
す
。
例
え
ば
米
国
は
１
９
８
８
年
11
月
以
前
ま
で
日
本
人
は
、
観
光
目
的

で
あ
っ
て
も
ビ
ザ
取
得
が
必
要
で
し
た
が
、
同
年
12
月
以
降
は
観
光
、
商
用
目
的
に
限
っ
て
90
日
以
内
の
短
期
の
滞
在
で
あ
れ
ば
ビ
ザ
の

取
得
が
免
除
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
例
外
的
に
日
本
に
対
し
て
査
証
免
除
制
度
（
ビ
ザ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
）
が
導
入
さ
れ
た
た
め
で
す
。

そ
の
後
、
ビ
ザ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
動
き
は
各
国
に
も
広
が
っ
て
お
り
、
観
光
目
的
の
査
証
免
除
制
度
を
と
る
国
々
が
増
え
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
基
本
的
に
は
海
外
に
滞
在
す
る
た
め
に
は
そ
の
目
的
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
ビ
ザ
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は

あ
り
ま
せ
ん
。「
Ｐ
Ｔ
」
の
ス
キ
ー
ム
は
必
ず
外
国
の
ビ
ザ
を
取
得
し
な
け
れ
ば
実
施
で
き
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

２
、
永
住
権
と
は

　

ビ
ザ
の
話
で
避
け
て
通
れ
な
い
も
の
に
「
永
住
権
」
が
あ
り
ま
す
。
米
国
で
は
グ
リ
ー
ン
カ
ー
ド
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
こ
の
権
利
は
、

簡
単
に
言
う
と
「
あ
る
国
に
期
間
の
定
め
な
く
し
て
自
由
に
滞
在
で
き
る
権
利
」
で
す
。
永
住
権
も
、
外
国
人
が
あ
る
国
に
滞
在
す
る
た

め
の
も
の
で
す
の
で
、
ビ
ザ
の
一
種
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ビ
ザ
の
中
で
の
大
き
な
分
類
と
し
て
は
、
永
住
で
き
る
永
住
権
は
移
民

ビ
ザ
に
該
当
し
、
そ
れ
以
外
の
観
光
や
留
学
、
商
用
、
事
業
の
た
め
に
一
時
的
に
滞
在
す
る
ビ
ザ
は
一
時
渡
航
者
ビ
ザ
と
な
り
ま
す
。

　

永
住
権
に
関
し
て
は
、
米
国
が
抽
選
方
式
で
グ
リ
ー
ン
カ
ー
ド
を
発
行
す
る
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
１
９
９
４
年
か
ら
実
施
し
た
た
め

に
、
日
本
人
も
グ
リ
ー
ン
カ
ー
ド
取
得
へ
の
関
心
が
非
常
に
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
永
住
権
に
つ
い
て
は
多
少
の
誤
解
も
あ

り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
も
う
少
し
触
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
「
永
住
権
」
と
は
、
文
字
ど
お
り
あ
る
国
に
永
住
す
る
権
利
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
国
の
国
籍
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
く
ま
で
、
日
本
人
が
外
国
人
と
し
て
そ
の
国
に
永
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
と
、
永
住

権
と
は
、
日
本
人
が
あ
る
国
か
ら
発
行
さ
れ
た
「
外
国
人
登
録
証
明
書
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
外
国
の
永
住

権
を
取
得
し
て
も
日
本
人
の
国
籍
を
捨
て
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
永
住
権
取
得
者
は
あ
る
国
に
永
久
に
滞
在
す
る
権
利
と
引
き
換
え
に
、
そ
の
国
の
義
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

具
体
的
に
言
え
ば
、
そ
の
国
に
対
し
て
納
税
の
義
務
が
生
じ
ま
す
し
、
ま
た
、
徴
兵
制
度
が
あ
る
国
で
は
そ
の
義
務
も
果
た
さ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
ち
な
み
に
、
米
国
で
は
永
住
権
取
得
者
も
18
〜
26
歳
ま
で
の
男
性
に
は
徴
兵
台
帳
へ
の
登
録
義
務
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
台

帳
へ
の
登
録
は
拒
否
が
可
能
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
後
、
米
国
国
籍
（
市
民
権
）
の
申
請
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

こ
の
永
住
権
は
、あ
る
国
に
永
住
す
る
権
利
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、一
見
、非
常
に
便
利
な
も
の
で
は
あ
り
ま
す
。し
か
し
、「
Ｐ

Ｔ
」
の
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
る
節
税
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
永
住
権
を
取
得
す
る
国
に
よ
っ
て
は
本
来
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
の
で
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
米
国
に
関
し
て
は
、
近
年
、
日
本
人
の
間
で
も
人
気
が
高
ま
っ
て
は
い
ま

す
が
、節
税
の
こ
と
を
検
討
す
る
と「
Ｐ
Ｔ
」に
と
っ
て
は
米
国
の
永
住
権
は
あ
ま
り
お
勧
め
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
分
か
っ
て
き
ま
す
。

３
、
市
民
権
と
は

　

永
住
権
を
取
得
し
て
そ
の
国
に
居
住
し
、
一
定
の
期
間
が
経
過
す
る
と
市
民
権
を
取
得
す
る
資
格
が
得
ら
れ
ま
す
。
こ
の
市
民
権
の
取

得
と
は
、あ
る
国
に
帰
化
し
て
そ
の
国
の
国
民
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
市
民
権
を
得
る
こ
と
で
、そ
の
国
の
パ
ス
ポ
ー

ト
を
獲
得
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
な
る
と
国
籍
は
そ
の
国
の
国
籍
に
な
り
ま
す
か
ら
、
日
本
国
籍
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
日
本
で
は
国
籍
法
第11

条
で
「
自
己
の
志
望
に
よ
っ
て
外
国
の
国
籍
を
取
得
し
た
と
き
は
、
日
本
の
国
籍
を
失
う
」

と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
二
重
国
籍
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
日
本
国
籍
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
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付
録
２　

Ｐ
Ｔ
に
必
要
な
知
識―

―

オ
フ
シ
ョ
ア
セ
ン
タ
ー

●
オ
フ
シ
ョ
ア
バ
ン
ク
【O

ffshore Bank

】

　

オ
フ
シ
ョ
ア
バ
ン
ク
と
は
、
各
国
の
法
律
等
に
規
定
さ
れ
な
い
特
別
な
銀
行
で
す
。
一
般
的
に
は
、
オ
フ
シ
ョ
ア
セ
ン
タ
ー
（
※
後
述

の
項
目
を
参
照
）
に
あ
る
銀
行
で
、源
泉
徴
収
税
が
な
い
、為
替
管
理
が
な
く
資
金
移
動
が
自
由
で
あ
る
と
い
っ
た
オ
フ
シ
ョ
ア
セ
ン
タ
ー

の
メ
リ
ッ
ト
を
最
大
限
に
活
用
し
て
、
顧
客
に
対
し
て
敏
速
で
柔
軟
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
ま
す
。 

　

オ
フ
シ
ョ
ア
バ
ン
ク
の
業
務
方
針
に
は
、
後
述
す
る
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
ク
の
よ
う
に
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
資
産
を
管
理
す
る
こ
と

よ
り
も
、
期
間
に
か
か
わ
り
な
く
高
い
運
用
利
回
り
を
提
供
し
、
多
通
貨
間
の
資
金
運
用
や
決
済
を
柔
軟
に
行
う
こ
と
を
重
視
し
て
い
る

傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
資
金
の
預
け
入
れ
も
お
お
む
ね
１
０
０
万
円
相
当
額
か
ら
可
能
で
す
し
、
世
代
間
を
超
え
た
銀
行
と

顧
客
と
の
長
期
的
取
引
き
を
前
提
に
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

　

１
９
９
８
年
に
外
為
法
が
改
正
さ
れ
て
か
ら
高
ま
っ
た
、「
海
外
を
利
用
し
て
よ
り
有
利
に
資
金
を
運
用
し
た
い
」
と
い
う
、
一
般
的

な
個
人
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
銀
行
は
、
現
実
的
に
は
、
こ
の
オ
フ
シ
ョ
ア
バ
ン
ク
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
オ
フ
シ
ョ
ア
バ
ン

ク
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
口
座
開
設
に
あ
た
っ
て
は
、
必
要
な
証
明
書
類
を
揃
え
れ
ば
郵
便
に
よ
る
申
し
込
み
で
す
べ
て
完
了
す
る
と
い

う
銀
行
が
多
い
よ
う
で
す
。
オ
フ
シ
ョ
ア
バ
ン
ク
は
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
ク
に
比
較
す
る
と
気
軽
に
利
用
で
き
る
海
外
の
銀
行
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

口
座
開
設
後
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
に
よ
り
、
現
地
に
行
か
な
く
と
も
、
日
本
に
い
な
が
ら
資
金
移
動
や
金
融
商
品
の
購
入

が
可
能
で
す
。
さ
ら
に
、
口
座
に
付
帯
し
て
い
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
使
え
ば
、
日
本
に
あ
る
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
自
動
支
払
機
）
で
日
本
円
で

お
金
を
引
き
出
す
こ
と
も
可
能
で
す
。
銀
行
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
当
地
の
株
式
や
ド
ル
建
て
債
券
、
さ
ら
に
投
資
信
託
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
通
し
て
銀
行
の
投
資
勘
定
で
購
入
す
る
こ
と
が
可
能
な
銀
行
も
か
な
り
あ
り
ま
す
。
日
本
に
い
な
が
ら
に
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

か
ら
為
替
、
送
金
、
預
金
、
株
式
、
債
券
、
投
資
信
託
等
の
購
入
が
可
能
と
な
る
と
、
こ
の
オ
フ
シ
ョ
ア
バ
ン
ク
だ
け
の
取
引
だ
け
で
も

十
分
に
海
外
運
用
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

＜ビザ・永住権・市民権の違い＞

●ビザ（査証）
　海外滞在に必ず必要なもの
　移民ビザ： 永住権（永久に滞在できる権利）
　一時渡航者ビザ : 観光、留学、商用、事業目的で一時的に滞在できる権利

●永住権（グリーンカード）
　外国人として永久に滞在できる権利
　国籍は日本国籍が残るが相手国で納税、徴兵義務を負う

●市民権（国籍取得）
　その国のパスポート取得が可能
　日本国籍を放棄
　年金受給権は喪失

す
。
で
す
か
ら
日
本
人
が
「
Ｐ
Ｔ
」
を
実
行
す
る
た
め
に
は
、
日
本

の
国
籍
を
捨
て
る
か
、
ま
た
は
日
本
の
国
籍
を
残
し
た
ま
ま
、
他
国

の
一
時
滞
在
ビ
ザ
か
永
住
権
を
取
得
す
る
か
の
方
法
を
取
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

こ
の
市
民
権
（
国
籍
）
を
得
る
こ
と
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
は
、
一
般

的
に
は
、
ま
ず
そ
の
国
の
選
挙
権
が
得
ら
れ
る
こ
と
、
そ
の
国
の
公

務
員
に
な
れ
る
こ
と
、
生
活
保
護
を
受
け
る
権
利
が
生
じ
る
こ
と
、

親
族
も
永
住
権
を
得
て
そ
の
国
に
呼
び
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
日
本
国
籍
を
捨
て

る
こ
と
で
、
日
本
の
年
金
の
支
払
い
・
受
給
が
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

ち
な
み
に
米
国
で
は
永
住
権
を
得
て
か
ら
５
年
が
経
過
す
る
と
市

民
権
を
取
得
す
る
資
格
が
得
ら
れ
、
ま
た
、
米
国
市
民
と
結
婚
し
た

場
合
に
は
３
年
で
市
民
権
の
た
め
の
帰
化
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
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近
年
で
は
、
日
本
か
ら
の
距
離
も
近
く
、
中
国
関
連
株
式
も
購
入
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
香
港
の
オ
フ
シ
ョ
ア
バ
ン
ク
に
口
座
開
設

す
る
日
本
人
の
数
が
か
な
り
増
え
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

●
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
ク
【Private Bank

】

　

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
ク
と
は
、
個
人
富
裕
層
を
対
象
に
、
国
際
分
散
投
資
を
利
用
し
て
資
産
運
用
を
行
う
銀
行
で
す
。
こ
こ
数
年
で
、

日
本
の
銀
行
も
「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
キ
ン
グ
業
務
」
と
称
し
て
こ
の
業
務
に
参
入
し
始
め
ま
し
た
が
、
本
来
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
ク

は
ス
イ
ス
に
そ
の
起
源
を
発
し
て
い
ま
す
。 

　

ス
イ
ス
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
ク
と
聞
く
と
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
小
説
に
出
て
く
る
世
界
を
思
い
出
し
ま
す
。
世

界
の
大
富
豪
や
独
裁
政
権
者
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
に
迫
害
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
な
ど
の
秘
匿
口
座
が
あ
る
な
ど
と
、
と
か
く
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ

ン
ク
は
神
秘
化
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
極
め
て
健
全
で
責
任
の
重
い
経
営
を
行
い
、
あ
く
ま
で
長
期
的
な
視
点

に
立
っ
て
顧
客
の
資
産
を
保
守
的
に
運
用
す
る
と
い
う
「
か
た
く
な
」
な
銀
行
の
実
体
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。 

　

も
と
も
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
ク
業
務
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
遠
征
資
金
の
保
管
、
運
用
業
務
に
そ
の
起
源
を
発
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
現
在
も
生
き
残
っ
て
い
る
生
粋
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
ク
の
多
く
は
18
世
紀
後
半
か
ら
19
世
紀
の
初
頭
に
設
立
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
ク
は
、
そ
の
後
、
第
一
次
世
界
大
戦
、
ロ
シ
ア
革
命
、
世
界
大
恐
慌
、
第
二
次
世
界
大
戦
、
米
ソ
冷
戦
と
い
っ

た
歴
史
的
な
荒
波
を
経
験
し
な
が
ら
も
、
顧
客
の
資
産
を
減
ら
す
こ
と
な
く
、
地
道
に
し
た
た
か
に
生
き
延
び
て
き
ま
し
た
。 

　

と
こ
ろ
で
、こ
こ
で
生
粋
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
ク
と
申
し
上
げ
た
こ
と
に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
、本
来
の
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
バ
ン
ク
は
有
限
責
任
の
株
式
会
社
の
形
態
で
は
な
く
、無
限
責
任
を
負
う
パ
ー
ト
ナ
ー
が
経
営
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
合
資
会
社
）

の
形
態
を
と
る
銀
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
顧
客
の
資
産
に
万
一
の
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
、
株
式
会
社
の
形
態
を

と
る
銀
行
は
、
大
手
銀
行
で
あ
っ
て
も
株
主
は
出
資
し
た
範
囲
で
の
有
限
責
任
を
負
え
ば
良
い
わ
け
で
す
が
、
生
粋
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ

ン
ク
の
場
合
に
は
、「
マ
ネ
ー
ジ
ン
グ
パ
ー
ト
ナ
ー
は
、
自
ら
が
所
有
す
る
個
人
的
資
産
の
全
額
を
も
っ
て
、
当
行
の
債
務
に
連
帯
し
て

責
任
を
負
う
と
同
時
に
、
個
々
に
責
任
を
引
き
受
け
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
所
有
と
経
営
が
パ
ー
ト
ナ
ー
の
全
責
任

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
２
０
０
年
以
上
に
わ
た
っ
て
こ
れ
を
守
り
続
け
て
き
た
生
粋
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
ク
の
信
用
が
絶
大

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

近
年
で
は
欧
米
の
大
手
銀
行
や
日
本
の
都
市
銀
行
が
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
キ
ン
グ
業
務
に
参
入
し
て
い
ま
す
が
、
本
来
の
会
社
形
態
や

経
営
ポ
リ
シ
ー
、
資
産
運
用
方
針
か
ら
す
れ
ば
生
粋
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
ク
と
は
ま
っ
た
く
似
て
非
な
る
も
の
な
の
で
す
。
預
け
入
れ

最
低
金
額
も
、
本
来
は
１
０
０
万
ド
ル
相
当
か
ら
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
実
際
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
ク
で
は
金
融
資

産
で
１
，
０
０
０
万
ド
ル
以
上
が
必
要
で
す
。

●
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
キ
ン
グ
【Private Banking

】

　

近
年
、
日
本
の
銀
行
や
欧
米
の
大
手
銀
行
が
業
務
を
開
始
し
て
い
ま
す
。
業
務
内
容
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
ク
と
類
似
し
て
お
り
、
個

人
富
裕
層
を
対
象
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
際
分
散
投
資
で
顧
客
の
資
産
運
用
を
総
合
的
に
行
い
ま
す
。
し
か
し
前
項
の
と
お
り
、
そ
の
銀
行

の
形
態
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
大
手
銀
行
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
キ
ン
グ
は
公
開
の
株
式
会
社
が
ほ
と
ん
ど
で
、
パ
ー
ト
ナ
ー

も
無
限
責
任
を
負
っ
て
は
く
れ
ま
せ
ん
。
一
般
的
に
は
大
手
の
総
合
銀
行
が
、
一
部
門
と
し
て
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
キ
ン
グ
業
務
を
行
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

総
合
銀
行
の
強
み
は
、
多
く
の
国
内
外
の
支
店
網
や
関
連
の
証
券
会
社
、
信
託
銀
行
、
リ
ー
ス
会
社
、
カ
ー
ド
会
社
、
不
動
産
会
社
、

保
険
会
社
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
と
い
っ
た
組
織
を
フ
ル
に
活
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　

預
け
入
れ
の
最
低
金
額
は
、
３
，
０
０
０
万
円
相
当
か
ら
可
能
で
、
一
般
の
リ
テ
ー
ル
の
商
業
銀
行
の
延
長
と
い
っ
た
サ
ー
ビ
ス
形
態

を
と
る
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
キ
ン
グ
が
多
い
の
も
特
徴
で
す
。

●
オ
フ
シ
ョ
ア
セ
ン
タ
ー
【O

ffshore Center

】

　
「
オ
フ
シ
ョ
ア
（offshore

）」
と
は
、
辞
書
で
引
く
と
「
沖
合
い
に
、
沖
に
向
か
っ
て
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。「
オ
フ
シ
ョ
ア
セ

ン
タ
ー
」
と
い
う
言
葉
に
は
明
確
な
定
義
は
存
在
し
ま
せ
ん
が
、
金
融
界
で
は
一
般
的
に
は
①
税
金
が
無
税
、
ま
た
は
著
し
く
低
い
、
②
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付録２――ＰＴに必要な知識／オフショアセンター

●表２「２000年時点での各国際機関のオフショアに対する評価」 

FSF FATF OECD
Andorra ２ ○
Anguilla ３ ○
Antigua and Barbuda ３ ○
Aruba ３ ○
Bahamas ３ ○ ○
Bahrain ２ ○
Barbados ２ ○
Belize ３ ○
Bermuda ２ AC
British Virgin Islands ３ ○
Cayman Islands ３ ○ AC
Cook Islands ３ ○ ○
Costa Rica ３
Cyprus ３ AC
Dominica ○ ○
Gibraltar ２ ○
Grenada ○
Guernsey/Sark/Alderney １ ○
Hong Kong SAR １
Ireland (Dublin) １
Isleof Man １ ○
Israel ○
Jersey １ ○
Lebanon ３ ○
Liberia ○
Liechtenstein ３ ○ ○
Lubuan ２
Luxembourg １ Abstain
Macau SAR ２
Maldives ○

匿
性
が
保
た
れ
て
い
る
（
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ズ
さ
れ
な
い
）
こ
と
が
多
い
国
・
地
域
で
す
。 

　

最
後
に
、
同
年
６
月
26
日
に
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
「
有
害
な
税
金
行
為
の
認
識
と
排
除
」
と
い
う
レ
ポ
ー
ト
を
発
表
し
、
有
害
な
タ
ッ
ク
ス

ヘ
イ
ブ
ン
政
策
を
続
け
る
国
・
地
域
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。
表
２
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
項
目
で
は
、
35
の
国
・
地
域
が
挙
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。
著
し
く
低
い
税
率
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
国
際
的
な
資
金
フ
ロ
ー
に
歪
み
を
生
じ
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
将
来
的

に
是
正
す
る
こ
と
目
的
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
レ
ポ
ー
ト
で
は
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
の
定
義
と
し
て
、
①
無
税
ま
た
は
著
し
く
低
い
税

率
、
②
税
務
に
関
す
る
情
報
交
換
の
不
足
、
③
税
制
の
透
明
性
の
欠
如
、
④
実
体
的
基
準
の
不
足
を
挙
げ
て
い
ま
す
。 

●
そ
の
後
の
オ
フ
シ
ョ
ア
セ
ン
タ
ー
の
動
向

　

２
０
０
０
年
の
前
記
国
際
機
関
の
オ
フ
シ
ョ
ア
セ
ン
タ
ー
へ
の
評
価
に
対
し
て
、
当
該
国
・
地
域
は
、
国
際
機
関
に
対
し
て
制
度
改
善

等
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
し
て
い
ま
す
。
２
０
０
４
年
７
月
時
点
の
最
新
の
状
況
は
以
下
の
表
３
の
通
り
で
す
。

　

ま
ず
、Ｆ
Ｓ
Ｆ
の
レ
ポ
ー
ト
で
指
摘
さ
れ
た
42
の
国
・
地
域
に
つ
い
て
は
、２
０
０
０
年
以
降
、Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
援
助
も
伴
っ
て
、大
半
の
国
が
、

各
国
の
実
態
調
査
で
あ
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
完
了
お
よ
び
着
手
し
て
い
ま
す
。
２
０
０
４
年
４
月
５
日
の
レ
ポ
ー
ト
に
よ
る
と
、
い
ま
だ

に
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
っ
て
い
な
い
国
に
は
、B

ahrain , N
auru, N

iue

の
３
カ
国
を
残
す
の
み
と
な
り
ま
し
た
。

次
に
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
の
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
な
ど
の
不
正
防
止
に
非
協
力
的
な
国
・
地
域
の
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
２
０
０
０
年
時
点
の
15

の
国
・
地
域
で
あ
っ
た
も
の
が
、
最
新
の
２
０
０
４
年
７
月
２
日
の
発
表
に
よ
る
と
、C

ook Islands, Indonesia, M
yanm

ar, N
auru, 

N
igeria, P

hilippines

の
６
カ
国
に
な
り
ま
し
た
。

最
後
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
「
有
害
な
税
金
行
為
の
認
識
と
排
除
」
レ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
２
０
０
０
年
時
点
で
は
、35

の
国
・
地
域
で
あ
っ

た
も
の
が
、
最
新
の
２
０
０
４
年
３
月
22
日
の
発
表
に
よ
る
とA

ndorra, L
iberia, L

iechtenstein, M
arshall Islands, M

onaco

の

５
カ
国
の
み
が
有
害
な
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
制
度
の
改
善
に
非
協
力
的
な
国
（list of uncooperative tax havens

）
と
し
て
上
げ
ら
れ

て
い
ま
す
。
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Aussensteuergesetz:
租税回避防止法。ドイツの租税回避防止法。税率の低い国とみなされる国（随時
改正される）へ移住をする場合、ドイツ国民は 10 年間ドイツ本国の課税を免れる
ことはできない。

British Commonwealth of Nations
英連邦。54 の英国連邦加盟国と加盟年次 ;
アンティグア・バブーダ (1981)、オーストラリア（1931）(1)、バハマ (1973)、バ
ンクラディッシュ (1972)、バルバドス (1966)、ベリーズ (1981)、ボツワナ（1966）、
ブルネイ (1984)(2)、ブリテン (1931)、カメルーン (1995)、カナダ (1931)(1)、キプ
ロス (1961)、ドミニカ (1978)、フィジー諸島 (1997)(3)、ガンビア (1965)、ガーナ
(1957)、グラナダ (1974)、ガイアナ (1966)、インド (1947)、ジャマイカ (1962)、ケ
ニヤ(1963)、　キリバツ(1979)、レソト(1966)、マラウイ(1964)、マーレーシア(1957)、
モルディブ (1982)、マルタ (1964)、モーリシャス (1968)、モザンビーク (1995)、ナ
ミビア(1990)、ナウル(1968)(4)、ニュージーランド(1931)(1)、ナイジェリア(1960)(5)、
パキスタン (1989)(6)、パプアニューギニア (1975)、セントキッツ・ネイビス (1983)、
セントルシア (1979)、セントビンセント＆グレナディーン諸島 (1979)、サモア
(1970)、セイシェル (1976)、シエラレオネ (1961)、シンガポール (1965)、ソロモン
諸島 (1978)、南アフリカ (1994)(7)、スリランカ (1948)、　スワジランド (1968)、タ
ンザニア (1961)、トンガ (1970)(2)、トリニダード・トバコ (1962)、ツバル (1978)、
ウガンダ (1982)、バヌアツ（1980）、ザンビア (1964)、ジンバブエ (1980)。
(1)：1931 年、ウエストミンスター法によって独立。
(2)：ブルネイとトンガはイギリスと協定関係にある独立国家になっている。
(3)：フィジーは 1987 年に脱会し、1997 年に再び加盟。
(4)：ナウルは初め委任統治領でその後、国連の信託統治地域となる。
(5)：1995 年加盟権留保。
(6)：1972年に脱退1998年再加盟。1999年加盟停止。(7)：1961年脱退1994年再加盟。

Domicile:
本籍。定住地がありその人に関わる結婚、離婚、遺言、納税義務でその人を取り
巻く特定の法律上の制度が行使されるであろう場所。または、個人が帰るべき場所、
出身地。個人が長期間在住したり組織の一員として関わる会社がある場所。一個
人や一企業は本籍地は一つしか持てない。（よって居住や国籍と違う）。

Expatriation:
戸籍や国籍をある国から別の国に移すこと。発展途上国から先進国へは、祖国よ
り良い収入を得るためで、先進国からの移住は祖国より良い資産の保護を求める
ため。

Exempt Company:
企業の所在する国の租税義務を、特定の規定によって免除されている企業。

Flight Capital:
資本逃避。ある国から別の国への大きな資金の移動は、
(a）政治的、または経済的な混乱から逃れる為
(b）重税の回避
(c）より高い利子や譲渡益を得る為
の理由がある。海外に流出した資金は決して戻らない事が多い。

Hybrid Company:
ハイブリッドカンパニー。保証によって、債務が限定される会社であるが、普通
の会社のように会社定款で、株式を保有するメンバーと保有しないメンバーを持
つ株式資本がある会社。多くのハイブリッドカンパニーは、メンバー（株式保有
メンバーを含む）の身元の開示が年間報告で必要ではないので、特に人気がある。
メンバーシップは、定款の規定に言及する事無しに、株式を保有しない人に与え
る事が出来る。ハイブリッドカンパニーは小さなクラブや娯楽クラブなどの他に、
慈善団体、専門職と貿易協会に使われる。

Offshore:
オフショア。自国以外の国。一般的には、自国以外での外国為替取引の業務。ロ
ンドンにあるオランダの銀行がブラジルの会社への貸し出しは、オフショア業務。
そのような業務は、しばしば、税金軽減の目的で行われる。

Offshore Banking:
オフショアバンキング。一般的な使い方では、バハマやケイマン諸島の様な、オ
フショア租税回避地での米国や外国銀行の設立と運営。

Offshore Banking Unit (OBU):
オフショア金融センターの銀行は、国内市場での業務は認められていなく、他の
オフショアバンキングユニットや外国人とのみ取引が認められている。

Offshore Booking Centers:
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